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「
公
會
條
例
」
お
よ
び
「
公
會
罰
則
」
草
案

六
〇

（
三
七
四
）

「
公
會
條
例
」
お
よ
び
．
公
會
罰
則
」
草
案

明
治
法
制
史
料
難
纂
（
二
）

手

塚

豊

　
こ
こ
に
紹
介
す
る
資
料
は
、
前
號
に
掲
載
し
た
「
拷
問
騒
止
に
關
蓮
す
る
諸

　
（
1
）

法
律
案
」
と
同
様
に
、
細
川
潤
次
郎
の
［
吾
園
文
書
一
明
治
八
、
九
年
の
綴
り

込
み
に
ふ
く
ま
れ
て
い
る
も
の
で
、
太
政
官
十
三
行
罫
紙
圧
枚
に
筆
爲
さ
れ
た

「
公
會
條
例
」
お
よ
び
「
公
會
罰
則
」
と
題
さ
れ
て
い
る
法
律
草
案
で
あ
る
。

　
い
ま
、
こ
れ
ら
法
律
案
の
成
稿
時
期
を
推
測
す
る
に
、
そ
の
用
紙
が
太
政
官

む
　
　
ヤ

十
三
行
罫
紙
で
あ
る
こ
と
か
ら
み
て
、
明
治
九
年
以
降
の
文
書
で
あ
る
こ
と
は

ほ
ぼ
確
實
で
あ
る
が
（
八
年
ま
で
は
多
く
＋
行
罫
紙
が
使
用
さ
れ
た
）
、
細
川

が
一
等
法
制
官
在
職
中
に
（
八
年
九
月
二
＋
二
日
任
、
九
年
四
月
八
日
元
老
院

議
官
へ
韓
任
）
、
そ
の
立
案
に
關
係
し
た
草
案
で
あ
つ
た
と
思
わ
れ
る
。
す
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

わ
ち
、
九
年
の
は
じ
め
、
よ
り
正
確
に
い
え
ば
四
月
以
前
、
法
制
局
に
お
い
て

作
成
さ
れ
、
な
ん
ら
か
の
事
情
で
、
陽
の
め
を
み
る
こ
と
な
く
塵
案
と
な
つ
た

法
律
案
で
あ
ろ
う
。

　
明
治
初
期
に
お
け
る
集
曾
結
肚
揮
屋
法
の
稿
矢
は
、
周
知
の
ご
と
く
明
治
十

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

三
年
四
月
五
日
の
集
會
條
例
（
蹴
敏
誼
塑
。
）
で
あ
つ
た
。
同
法
は
、
政
談
演
読
會

お
よ
び
政
治
結
肚
の
届
出
、
認
可
の
制
度
（
衡
諮
寵
）
、
警
察
官
の
演
説
會
場
へ
の

臨
検
、
集
會
者
に
封
す
る
退
去
を
命
ず
る
権
お
よ
び
集
會
の
解
散
灌
（
鰍
）
、
軍

人
、
教
員
、
生
徒
、
農
工
業
の
見
習
等
の
政
談
演
読
會
お
よ
び
政
治
結
吐
へ
の

参
加
禁
止
（
襯
）
、
政
談
演
読
會
の
廣
告
、
宣
傳
の
禁
止
お
よ
び
演
読
會
に
關
し

て
他
團
盤
と
の
連
絡
、
通
信
の
禁
止
（
鰍
）
、
屋
外
政
治
隻
會
の
禁
止
（
襯
）
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

れ
ら
の
禁
止
條
項
違
反
に
封
す
る
罰
則
（
耐
燃
軸
筋
＋
）
等
を
内
容
と
し
て
い
る
。

そ
の
後
、
同
年
十
二
月
二
十
三
日
に
一
部
改
正
が
行
わ
れ
（
獄
磁
棺
蹴
告
）
、
政
談

演
読
會
の
解
散
を
命
じ
た
際
は
、
そ
の
結
杜
自
艦
の
解
散
あ
る
い
は
會
員
の
政

談
を
一
力
年
間
禁
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
規
定
を
追
加
し
た
（
翫
鹸
鷹
）
。
さ
ら
に



十
五
年
六
月
三
日
、
ふ
た
た
び
大
幅
の
追
加
改
正
が
行
わ
れ
（
蹴
磁
棺
糠
口
）
、
す

べ
て
の
集
會
に
警
察
官
の
臨
槍
を
み
と
め
（
噺
衡
）
、
そ
の
ほ
か
の
諸
條
項
も
一

暦
整
備
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
集
會
條
例
が
、
営
時
に
お
け
る
自
由
民
権
運
動
の

暉
墜
に
、
い
か
に
大
き
な
役
割
を
演
じ
た
か
は
、
こ
こ
に
改
め
て
い
う
ま
で
も

　
　
パ
　
レ

な
か
ろ
う
。

　
こ
れ
よ
り
先
き
、
明
治
八
年
六
月
二
十
八
日
に
は
識
諺
律
（
鰍
磁
噌
肺
雛
）
、
新

聞
紙
疑
（
筆
垂
、
同
年
九
月
言
髭
緩
蛎
（
箋
莚
が
制
定

さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
は
、
い
ず
れ
も
七
年
一
月
の
民
撰
議
院
設
立
建
白
書
の

提
出
を
契
機
と
し
て
、
全
國
に
勃
興
し
た
民
権
論
と
、
そ
れ
に
も
と
づ
く
反
政

府
的
言
論
の
沸
騰
に
封
し
、
藩
閥
政
府
が
用
意
し
た
弾
屋
的
立
法
で
あ
つ
た
こ

と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

　
前
に
述
べ
た
．
こ
と
く
、
公
會
條
例
、
公
會
罰
則
爾
法
律
案
の
成
稿
時
期
が
、

九
年
の
は
じ
め
頃
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
あ
た
か
も
そ
れ
は
読
諺
律
、
新
聞

紙
條
例
、
出
版
條
例
な
ど
の
施
行
後
約
牛
年
内
の
時
期
に
あ
た
る
。
こ
れ
ら
一

蓮
の
揮
屋
立
法
に
加
う
る
に
、
集
會
に
關
す
る
規
制
の
措
置
を
、
ひ
き
つ
づ
き

政
府
が
考
慮
し
た
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
言
論
弾
堅
の
次
に
來
た
る
も

の
が
、
集
會
結
吐
の
自
由
の
剥
奪
で
あ
る
こ
と
は
、
蓋
し
當
然
の
順
序
で
あ
ろ

う
。
そ
れ
が
制
定
に
い
た
ら
な
か
つ
た
事
情
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
い
ま
だ
機

熟
せ
ず
と
到
臨
し
た
た
め
で
あ
ろ
う
か
。

　
公
會
條
例
の
内
容
を
み
る
に
、
二
十
四
人
以
上
の
全
て
の
集
會
を
封
象
に
し

　
　
　
　
「
公
會
條
例
」
お
よ
び
「
公
會
罰
則
」
草
案

て
い
る
黙
は
、
最
初
の
隻
會
條
例
が
い
ち
お
う
政
談
演
読
會
の
み
に
限
定
し
て

い
た
の
に
比
較
し
て
、
そ
の
及
ぶ
範
園
は
一
暦
ひ
ろ
い
。
し
か
し
、
隻
會
の
屈

出
制
を
探
り
、
地
方
磨
に
集
會
の
一
時
禁
止
権
の
み
を
あ
た
え
て
い
る
黙
は
、

集
會
條
例
の
認
可
制
に
比
較
し
て
は
る
か
に
弱
い
。
そ
の
ほ
か
、
結
吐
そ
の
も

の
に
封
す
る
規
制
を
敏
く
馳
、
ま
た
集
會
者
の
制
限
が
な
い
黙
な
ど
は
、
公
會

條
例
が
集
會
條
例
に
比
較
し
て
微
温
的
で
あ
つ
た
こ
と
を
示
L
て
い
る
。
そ
れ

は
ま
た
全
般
的
に
ま
だ
未
整
備
の
草
案
で
あ
つ
た
と
も
い
え
よ
う
。
公
會
罰
則

の
内
容
も
、
集
會
條
例
中
の
諸
罰
則
よ
り
は
弱
い
。

　
公
會
條
例
、
公
會
罰
則
爾
草
案
の
立
案
者
が
、
ど
の
よ
う
な
企
圖
を
以
て
、

個
々
の
條
文
を
起
草
し
た
か
は
知
る
由
も
な
い
が
、
後
ち
に
集
會
條
例
審
議
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

元
老
院
會
議
に
お
い
て
、
議
官
と
し
て
参
加
し
た
細
川
潤
次
郎
の
護
言
は
、
爾

草
案
の
起
草
者
か
あ
る
い
は
立
案
關
係
者
の
一
人
と
思
わ
れ
る
彼
が
、
集
會
の

規
制
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
所
見
を
有
し
た
か
を
示
す
も
の
と
し
て
興
味
ふ

か
い
。
す
な
わ
ち
次
の
通
り
て
あ
る
。

　
　
元
來
、
集
會
條
例
ナ
ル
モ
ノ
・
之
レ
ア
ル
ヲ
可
ト
ス
ル
ヤ
否
ヤ
ト
云
へ

　
　
　
　
　
（
液
ま
）

　
ハ
、
必
ス
無
ル
ヘ
カ
ラ
サ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
、
外
國
二
於
テ
モ
亦
絡
テ
之
レ
ア

　
ル
ナ
リ
。
蓋
シ
世
ノ
開
明
二
從
ヒ
、
法
例
次
第
二
繁
密
ヲ
致
シ
、
終
二
此
ノ

　
如
キ
制
限
ヲ
設
ケ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
サ
ル
ニ
至
ル
モ
、
自
然
ノ
理
勢
ナ
リ
。
而
シ

　
テ
本
邦
ノ
如
キ
、
之
ヲ
施
行
ス
ル
時
、
或
ハ
倫
早
シ
ト
云
ン
カ
、
看
ヨ
近
來

　
所
謂
國
會
開
設
ノ
コ
ト
ヲ
講
求
シ
、
書
ヲ
本
院
二
致
ス
モ
ノ
日
ト
シ
テ
ナ
キ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
一
　
　
　
（
三
七
五
）



　
　
　
「
公
會
條
例
」
お
よ
び
「
公
會
罰
則
」
草
案

ハ
ナ
ク
、
叉
夫
ノ
新
聞
紙
等
二
憲
法
設
立
ヲ
促
カ
ス
ノ
読
紛
々
ト
出
テ
、
其

勢
ヒ
最
モ
急
迫
ナ
ル
カ
如
シ
。
已
二
此
形
況
ヲ
招
致
ス
ル
モ
ノ
ハ
、
彼
ノ
地

方
官
會
議
及
ヒ
府
縣
會
匠
町
村
會
等
ア
リ
テ
、
實
際
二
之
ヲ
誘
導
ス
ル
モ
ノ

ア
レ
ハ
ナ
リ
。
然
ル
ニ
國
會
論
者
中
ニ
ハ
、
急
進
者
流
ア
リ
、
或
ハ
封
建
家

ア
リ
、
守
奮
者
ア
リ
、
叉
ハ
困
窮
士
族
モ
ア
ル
ヘ
シ
。
故
二
今
本
按
ヲ
布
告

セ
ハ
、
或
ハ
其
反
動
力
ヲ
起
サ
ン
コ
ト
ヲ
恐
ル
・
ノ
読
ア
ル
ヘ
シ
ト
錐
、
本

　
　
　
　
（
8
）

官
ハ
此
修
正
按
ノ
如
ク
シ
テ
之
ヲ
施
行
ス
ル
モ
、
大
二
其
妨
ケ
ナ
カ
ラ
ン
ト

ス
。
蓋
シ
肚
會
ハ
総
テ
種
々
ノ
法
律
二
依
テ
維
持
ス
ル
モ
ノ
ナ
リ
。
且
一
歩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ま
ま
）

ヲ
進
メ
テ
法
律
ノ
鮎
ヨ
リ
之
ヲ
見
レ
ハ
、
厭
州
曾
テ
此
制
ア
リ
テ
吐
會
ヲ
維

持
ス
ル
ノ
一
具
ト
爲
セ
リ
。
故
二
我
之
ヲ
模
倣
ス
ル
ハ
、
業
已
二
籔
年
前
二

於
テ
ス
ル
モ
、
或
ハ
不
可
ナ
ラ
ン
ト
ス
ル
ナ
リ
。
目
前
ノ
景
況
既
二
前
述
ノ

如
ク
素
ヨ
リ
止
ム
ヘ
カ
ラ
サ
ル
ノ
勢
ア
リ
。
況
ヤ
窃
二
震
襟
ヲ
モ
悩
マ
サ
ル

・
ト
承
ハ
ル
ニ
於
テ
ヲ
ヤ
。
且
此
法
律
ヲ
施
行
ス
ル
モ
、
其
結
果
如
何
ハ
寧

・
行
政
部
分
二
關
ス
ル
モ
ノ
大
ナ
レ
ハ
、
其
立
法
官
二
於
テ
ハ
緩
急
ヲ
折
衷

シ
、
以
テ
良
結
果
ヲ
得
セ
シ
メ
ン
コ
ト
ヲ
希
フ
ニ
在
リ
テ
、
究
寛
本
按
ハ
行

政
部
分
ノ
補
助
ヲ
爲
ス
モ
ノ
ト
看
テ
可
ナ
ラ
ン
カ
。
此
ノ
如
ク
読
キ
來
レ
ハ

更
二
一
歩
ヲ
進
メ
テ
勢
ヒ
行
政
上
二
読
及
ホ
サ
・
ル
ヲ
得
ス
。
抑
々
本
按
ヲ

實

施
ス
ル
ヤ
、
地
方
官
ハ
最
モ
其
鋒
鏑
ノ
正
面
二
當
リ
、
其
認
可
云
々
二
至

リ
テ
ハ
、
本
按
ノ
箇
條
ニ
テ
ハ
甚
タ
多
カ
ラ
サ
ル
ニ
似
タ
ル
モ
、
其
實
際
ハ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ま
ま
）

甚
タ
廣
ク
、
例
ヘ
ハ
名
ヲ
書
書
會
二
籍
リ
テ
集
會
ス
ル
モ
、
其
實
國
會
論
等

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
二
　
　
　
（
三
七
六
）

　
ヨ
リ
初
メ
、
終
二
政
治
二
及
フ
コ
ト
ア
ル
モ
料
ル
ヘ
カ
ラ
ス
。
此
ノ
如
キ

　
ハ
、
尤
モ
其
害
ノ
恐
ル
ヘ
キ
モ
ノ
ナ
リ
。
叉
國
飢
ヲ
醸
シ
、
或
ハ
暗
殺
ヲ
教

　
唆
ス
ル
等
ノ
コ
ト
ヲ
白
地
二
屈
出
ル
モ
ノ
ハ
決
シ
テ
之
レ
無
キ
モ
、
現
二
警

　
察
官
ノ
出
張
中
二
暴
言
ヲ
吐
ク
カ
如
キ
ハ
、
良
シ
ヤ
題
目
ハ
立
派
ナ
ル
モ
必

　
ス
之
ヲ
差
止
メ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
。
叉
之
二
反
シ
、
鰯
犯
二
麺
キ
題
目
ヲ
掲
ク

　
ル
モ
實
地
其
害
ナ
キ
モ
ノ
モ
ア
ラ
ソ
。
故
二
其
差
止
ル
ト
否
ト
ニ
方
リ
、
一

　
歩
之
ヲ
誤
ラ
ハ
大
ナ
ル
混
飢
ヲ
來
ス
ヘ
シ
。
是
印
チ
行
政
上
ノ
憂
慮
ナ
リ
。

　
　
　
　
（
9
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
皿
）

然
ル
ニ
前
會
二
於
テ
本
按
ハ
時
勢
二
適
セ
ス
ト
ノ
読
ア
リ
シ
ト
錐
モ
、
夫
ノ

　
國
會
論
ノ
如
キ
ハ
構
名
ヲ
唱
へ
佛
ヲ
叩
ク
ノ
乱
會
ト
ハ
同
シ
カ
ラ
サ
レ
ハ
、

　
或
ハ
時
二
適
セ
ス
ト
ス
ル
モ
、
其
全
國
二
關
ス
ル
モ
ノ
ア
ル
ヲ
以
テ
、
最
早

　
之
ヲ
施
行
シ
、
而
シ
テ
彼
御
誓
文
及
ヒ
地
方
官
會
議
ノ
詔
ノ
如
キ
叡
慮
ト
同

　
一
同
時
二
行
ハ
ル
・
二
至
ル
ヲ
欲
ス
ル
ナ
リ
。
既
二
斯
ノ
如
ク
論
シ
來
レ

　
ハ
、
政
治
上
二
稗
補
ア
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
、
却
テ
肚
會
ノ
企
望
ヲ
蓮
ス
ル
ノ
楷

　
梯
タ
ル
ニ
ヨ
リ
、
先
ツ
之
ヲ
可
ナ
リ
ト
認
ム
ル
モ
大
二
諺
リ
ヲ
分
タ
サ
ル
コ

　
ト
ヲ
知
レ
リ
。
然
レ
ト
モ
今
之
ヲ
行
ヒ
、
果
シ
テ
之
力
爲
メ
ニ
國
會
論
ノ
止

　
ム
カ
、
叉
ハ
別
二
碑
補
ナ
キ
カ
、
叉
ハ
大
ナ
ル
鍋
ヲ
生
ス
ル
ニ
至
ル
モ
、
立

　
法
官
ハ
行
政
官
二
追
随
シ
テ
、
前
途
ノ
コ
ト
ニ
關
ス
ヘ
カ
ラ
ス
ト
爲
サ
ハ
、

此
ノ
如
ク
ニ
議
定
ス
ル
モ
、
亦
其
恥
サ
ル
ヲ
信
ス
ル
ナ
リ
。
（
殉
繍
鮎
）

集
會
に
關
す
る
規
制
法
は
、
「
籔
年
前
」
に
す
で
に
制
定
す
べ
き
で
あ
つ
た

と
述
べ
て
い
る
馳
は
、
公
會
條
例
、
公
會
罰
則
起
草
關
係
者
の
螢
言
と
し
て
當



然
で
あ
ろ
う
、

　
以
上
の
．
こ
と
く
、
公
會
條
例
お
よ
び
公
會
罰
則
爾
草
案
は
、
隻
會
條
例
の
原

型
と
し
て
そ
の
制
定
に
先
立
つ
四
年
前
、
政
府
に
お
い
て
準
備
さ
れ
た
集
會
揮

歴
立
法
の
先
騙
的
草
案
で
あ
り
、
隻
會
條
例
の
系
譜
を
知
る
た
め
に
貴
重
な
資

　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
ロ

料
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

（
1
）
　
拙
稿
「
拷
問
慶
止
に
關
淫
す
る
諸
法
律
案
」
・
本
誌
前
號
五
四
頁
以

　
下
参
照
。
「
吾
園
文
書
」
に
つ
い
て
は
五
七
頁
註
（
1
）
参
照
。

（
2
）
　
法
制
局
は
、
八
年
七
月
三
目
、
正
院
法
制
課
に
代
つ
て
設
置
さ
れ
た

　
も
の
で
、
諸
法
律
案
の
起
草
、
修
正
案
の
作
成
を
任
務
と
し
た
。

（
3
）
　
政
談
演
説
の
取
締
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
に
先
立
ち
明
治
十
一
年
七
月

　
十
二
日
太
政
官
達
第
二
九
號
が
あ
る
。
こ
れ
は
政
談
演
説
會
を
禁
止
す
る

　
場
合
の
虎
置
だ
け
を
定
め
た
も
の
で
、
隼
會
に
關
す
る
全
般
的
な
法
令
で

　
は
な
い
。

（
4
）
　
集
會
條
例
の
立
案
者
は
、
太
政
官
大
書
記
官
渡
邊
洪
基
で
あ
る
と
い

　
わ
れ
て
い
る
　
（
例
え
ば
宮
武
外
骨
「
集
會
條
例
と
元
老
院
會
議
」
・
新
薯

　
時
代
第
二
年
第
六
冊
・
一
七
頁
）
。
元
老
院
に
お
け
る
提
案
理
由
の
説
明

　
者
が
彼
で
あ
つ
た
か
ら
（
「
元
老
院
會
議
筆
記
一
明
治
十
三
年
三
月
三
十

　
一
日
の
條
参
照
）
、
そ
う
し
た
推
測
が
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

（
5
）
　
そ
の
状
況
に
つ
い
て
は
西
田
長
壽
「
言
論
揮
墜
の
あ
と
を
た
ず
ね

　
て
」
÷
嵐
の
な
か
の
百
年
」
（
向
坂
逸
郎
編
）
二
九
五
頁
以
下
に
詳
し
い
。

（
6
）
　
明
治
六
年
十
月
十
九
目
の
新
聞
紙
條
目
　
（
太
政
官
布
告
第
三
五
二

　
號
）
の
改
正
法
で
あ
る
。

（
7
）
　
前
掲
元
老
院
會
議
筆
記
・
明
治
＋
三
年
三
月
三
＋
一
日
の
條
。

　
　
　
「
公
會
條
例
」
お
よ
ひ
「
公
會
罰
則
」
草
案

（
8
）
　
隼
會
條
例
は
、
十
三
年
三
月
三
十
一
日
の
元
老
院
會
議
に
提
出
さ
れ

　
た
。
政
府
原
案
に
つ
い
て
種
々
の
議
論
が
あ
つ
た
の
で
、
玉
乃
世
履
、
水

　
本
成
美
、
東
久
世
通
禧
の
三
議
宮
を
委
員
に
選
ん
で
修
正
案
を
作
成
、
こ

　
れ
に
も
と
づ
き
審
議
を
績
行
し
た
。
細
川
の
焚
言
の
「
修
正
按
」
は
こ
れ

　
を
指
す
。
な
お
審
議
の
結
果
、
修
正
案
を
さ
ら
に
一
部
修
正
し
て
可
決
し

　
た
。
　
と
こ
ろ
が
、
こ
の
可
決
案
は
、
コ
一
十
人
以
上
ノ
集
合
」
　
の
み
に
限

　
定
し
た
の
で
、
政
府
は
そ
の
黙
を
さ
ら
に
訂
旺
し
、
人
数
の
制
限
を
撤
慶

　
し
た
案
を
、
翌
四
月
五
日
ふ
た
た
び
元
老
院
の
議
に
附
し
た
。
元
老
院
は

　
こ
の
案
を
可
決
し
た
が
、
政
府
が
集
會
條
列
を
装
布
し
た
の
も
同
日
で
あ

　
る
。
政
府
が
い
か
に
そ
の
制
定
を
急
い
だ
か
が
伺
わ
れ
る
。

（
9
）
　
前
註
で
述
べ
た
ご
と
く
、
十
三
年
三
月
三
十
一
日
の
元
老
院
會
議

　
は
、
政
府
原
案
に
罫
す
る
審
議
と
、
修
正
案
に
封
す
る
審
議
と
、
前
後
二

　
同
行
わ
れ
た
。
「
前
會
」
と
は
前
者
を
指
す
。

（
1
0
）
　
楠
本
正
隆
、
柴
原
和
爾
議
官
の
集
會
の
規
制
に
つ
い
て
反
封
意
見
を

　
述
べ
た
こ
と
を
指
す
。

（
n
）
　
隼
會
條
例
の
制
定
に
當
つ
て
は
、
プ
・
シ
ャ
（
一
八
五
〇
年
三
月
十

　
日
の
法
律
）
、
フ
ラ
ン
ス
（
一
八
六
八
年
六
月
六
日
及
び
十
日
の
法
津
）
、

　
オ
！
ス
ト
リ
ア
（
一
八
六
七
年
十
一
月
十
五
日
の
法
律
）
の
立
法
例
を
参

　
考
に
し
た
よ
う
で
あ
る
が
、
公
會
條
例
、
公
會
罰
則
の
立
案
に
當
つ
て

　
も
、
同
檬
の
事
惜
が
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
こ
れ
ら
外
國
法
の
影
響
に
つ

　
い
て
は
、
將
來
、
本
誌
に
獲
表
を
豫
定
し
て
い
る
拙
稿
㎜
、
集
會
條
例
の
制

　
定
お
よ
び
施
行
」
（
假
題
）
参
照
。

六
三

（
三
七
七
）



前
謡

「
公
會
條
例
」
お
よ
び
「
公
會
罰
則
」

ゴ
ヂ
の
部
分
は
朱
書
を
指
す
。

草
案

公
會
條
例

　
　
　
第
一
條

凡
ソ
ニ
十
四
人
以
上
相
集
ル
モ
ノ
ヲ
公
會
ト
云
公
會
ヲ
集
合
ス
ル
ニ
ハ
左
ノ
條

例
ヲ
蓮
守
ス
ヘ
シ

　
　
　
第
二
條

公
會
ヲ
催
ス
前
二
會
人
五
名
以
上
ノ
蓮
到
ニ
テ
所
在
戸
長
ヲ
脛
由
シ
テ
管
轄
露

録
麟
〕
二
響
ヲ
差
出
ス
ヘ
シ
藤
ヨ
ー
直
二
届
童
日
ノ
受
鋸
ヲ
付
嬰
ヘ

シ　
　
　
第
三
條

公
會
屈
書
ニ
ハ
連
判
人
ノ
姓
名
族
麗
佳
所
及
ヒ
其
會
合
人
員
會
合
ノ
趣
意
、
日

時
、
場
所
等
ヲ
明
細
二
掲
載
シ
蓮
到
人
干
法
ノ
責
二
任
ス
ヘ
キ
旨
ヲ
保
謹
ス
ヘ

シ　
但
蓮
判
人
ハ
必
ス
本
籍
ノ
戸
主
成
丁
人
二
限
ル
ヘ
シ

　
　
　
第
四
條

　
　
　
　
　
　
　
　
を
ゑ
ロ

凡
ソ
公
會
ハ
必
ス
構
園
家
屋
内
ニ
ア
ラ
サ
レ
ハ
集
合
ス
ヘ
カ
ラ
ス

　
　
　
第
五
條

地
方
警
察
官
吏
會
合
ノ
場
所
巡
硯
ノ
爲
二
來
ル
時
ハ
其
請
求
二
感
シ
必
ス
相
當

ノ
坐
ヲ
與
へ
叉
ハ
屈
書
ノ
受
領
讃
ヲ
検
硯
セ
シ
ム
ヘ
シ

六
四

（
三
七
八
）

　
　
　
第
六
條

會
同
中
豫
テ
届
出
タ
ル
趣
意
二
異
ナ
ル
事
件
ヲ
評
論
ス
ル
カ
若
ク
ハ
干
法
ノ
學

動
ア
リ
ト
認
ル
ニ
於
テ
ハ
地
方
警
察
官
吏
直
二
分
散
ヲ
令
ス
ル
ノ
灌
ア
ル
ヘ
シ

　
　
　
第
七
條

管
轄
地
方
聴
二
於
テ
ハ
公
會
ノ
屈
書
ヲ
検
査
シ
其
趣
意
李
穏
ナ
ラ
ス
ト
ス
ル
カ

若
ク
ハ
疑
ハ
シ
キ
墾
動
ア
リ
ト
ス
ル
時
ハ
其
公
會
ヲ
一
時
禁
止
ス
ル
ノ
灌
ア
ル

ヘ
シ

　
　
　
第
八
條

第
六
條
七
條
二
挨
リ
分
散
ヲ
令
ス
ル
カ
叉
ハ
之
ヲ
一
時
禁
止
ス
ル
時
ハ
其
事
由

ヲ
詳
ニ
シ
内
務
卿
二
具
状
シ
命
ヲ
乞
ヘ
シ

公
會
罰
則

　
　
　
第
一
則

條
例
第
二
第
三
第
四
條
二
違
フ
者
ハ
違
式
重
キ
ニ
問
ヒ
罰
金
五
十
圓
以
内
禁
獄

ニ
ケ
月
禺
ヲ
科
ス
蕩
暫
宴
煮
從
ヲ
以
一
ア
論
ス
、
～
辱
純
補
蕨

範
二

　
　
　
第
こ
則

第
五
條
官
吏
ノ
請
求
ヲ
拒
ム
者
ハ
其
公
會
ヲ
禁
止
シ
罰
金
二
十
圓
以
上
三
百
圓

以
下
禁
獄
一
ケ
月
以
上
六
ケ
月
以
下
ヲ
科
ス

　
　
　
第
三
則



第
六
條
第
七
條
ノ
令
二
違
フ
者
ハ
罰
金
五
十
圓
以
上
千
圓
以
下
禁
獄
ニ
ケ
月
以

上
一
年
以
下
ヲ
科
ス

　
　
　
第
四
則

凡
此
犯
罪
ハ
蓮
到
人
主
ヲ
以
テ
論
シ
各
自
其
罰
二
中
リ
飴
ハ
皆
從
ヲ
以
テ
論
シ

輕
キ
ニ
擬
ス

　
　
　
第
五
則

故
ナ
ク
兵
器
ヲ
携
へ
六
人
以
上
集
合
ス
ル
者
ハ
罰
金
五
十
圓
以
上
千
圓
以
下
禁

獄
ニ
ケ
月
以
上
一
年
以
下
ヲ
科
ス

　
　
　
　
附
　
則

從
前
官
許
ヲ
脛
タ
ル
公
會
ト
イ
ヘ
ト
モ
此
條
例
公
布
ノ
日
ヨ
リ
〔
東
京
府
下
ハ

十
日
以
内
各
府
縣
下
ハ
三
十
日
以
内
二
〕
條
例
二
準
擦
シ
更
二
届
出
ツ
ヘ
シ
違

フ
者
ハ
罰
則
第
一
則
二
依
ル

「
公
會
條
例
」
お
よ
び
「
公
會
罰
則
」
草
案

六
五

（
三
七
九
）


